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研究成果の概要（和文）：世界規模の「公衆衛生上の危険(Public Health Risk)」に対応するた

め、世界保健機関(WHO)は国際保健規則(International Health Regulations)(IHR)を 2005年

に改定した。同規則は 2007年に発効し、WHOの締約国は 2012年までにその国内において完

全実施することが求められた。本研究は IHRの特徴と課題を分析し、同規則の国内実施につい

て検討することで、グローバルな PHRへの国際社会の対応を分析した。 

 
研究成果の概要（英文）：In order to respond the globalized "Public Health Risk ", the World 

Health Organization (WHO) revised the International Health Regulation (IHR) in 2005. 

The regulations came into force in 2007 and were fully implemented in every contracting 

state in 2012. This research analyzed not only the international revision process at WHO 

Headquarters but also the domestic implementation measures in Japan and explained 

their characters and problems.  
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１．研究開始当初の背景 

(1) 本研究の主たる対象である「公衆衛生上
の危険(Public Health Risk)」(以下「PHR」
という)とは、2005 年に世界保健機関(以下
「WHO」という)が改定し 2007 年に発効し
た 国 際 保 健 規 則 (International Health 

Regulations)(以下「IHR」という)に定めら
れた概念である。それによれば PHRとは「人
の集団的健康に否定的な影響を及ぼすおそ
れのある事象」であり、特に①国際的に拡大
するおそれのあるもの、又は、②重大かつ直

接の危険をもたらすおそれのあるものとさ
れる(1 条 1 項)。本概念は、新型インフルエ
ンザ等の狭義の疾病に限らず、生物・化学兵
器によるテロや原子力事故等を含む広い概
念である。 

 

(2) 今日の技術革新と国際社会のグローバル
化は、相互に依存している世界規模の経済制
度とそれを支えるグローバルな物流制度を
もたらしたため、PHR が容易に世界規模で
拡大するおそれが生じた。このような危惧は
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2003 年の重症急性呼吸器症候群(SARS)や
2009 年の新型インフルエンザ(H1N1)の世界
的流行によって現実のものとなっている。 

 このような PHRに対応するために、WHO

は 2005年に IHRを改定し、感染症に限らず、
広く PHR 全般について対応するための法的
拘束力を有する国際レジームを確立した。同
規則は 2007年に発効した。 

 

(3) IHR が PHR に対して効果的に機能する
ためには、世界全体で同規則が実効的に実施
されることが不可欠となる。このため、IHR

は締約国が PHR に対応するため獲得するべ
き中核的能力を定め、この能力の獲得を 2012

年までにその国内において完全実施するこ
ととした。 

 日本国においても IHR の国内実施が求め
られたが、本分野においては「感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法
律」(以下「感染症法」という)や検疫法が以
前から主に対応していた。それゆえ、IHRの
日本国の実施にあたっては、既存の法制度に
ついて検討し必要があれば変更を加えるこ
とが求められた。 

 

(4) 本研究を開始するに当たっては、以上の
観点から、①IHRの改定によって成立した新
しい国際レジームの内容と特徴を明確化し、
②グローバルな PHRに対応するために IHR

の国内実施が実現される方法やその課題を
示すことが求められていた。特に、国際法学
の研究者による本分野の分析は決して多く
はなく、医療関係者からも国際法学を含む法
学の視点から IHR の分析への期待が高まっ
ていた。 

 

２．研究の目的 

(1) 本研究は、グローバルな PHRへの国際社
会の対応のうち、世界保健機関が 2005 年に
改定した IHR に注目し、同規則の改定作業
の分析を通じて PHR に実効的に対応するた
めの課題と問題点を主に国際法学の観点か
ら明らかにすることを第一の目的とする。 

 

(2) さらに IHRを世界規模で実効的に実施す
るためには各締約国の国内的平面での IHR

の実効的実施が不可欠となる。本研究は、特
に日本国に注目して IHR の国内実施とその
課題を明らかにすることを第二の目的とす
る。 

 

３．研究の方法 

(1) 本研究は、①IHRの改定作業や国内実施
に関する議事録・報告書・マニュアル等の調
査・検討、②日本国を含む IHRの締約国の
国内実施の立法措置・運用状況に関する調
査・検討、③以上の調査・検討によって得ら

れた情報を分析・評価した上での論文執筆か
ら実施された。 

 

(2) 具体的には、書籍やインターネットを通
じた情報収集に加えて、スイス・ジュネーブ
の WHO本部、厚生労働省、国立感染症研究
所、検疫所、WHO神戸センター協力委員会、
国立保健医療科学院図書館、外務省等を訪問
し文献の収集やインタビューを行った。訪問
が困難な場合は、電話や電子メール等の連絡
により情報収集を実施した。また「行政機関
の保有する情報の公開に関する法律」に基づ
く国内関係官庁での調査も行った。さらに日
本国における IHR上の国内連絡窓口担当者
を含めて厚生労働省職員や検疫所職員と意
見交換したことに加えて、WHO神戸センタ
ー協力委員会において担当者にインタビュ
ーを行った。WHOの本部事務局補らの講演
会も聴講した。さらに国際法学会、日本公衆
衛生学会等の関連学会にも出席し情報収集
に努めた。 

 

(3) 以上の情報収集に基づいて本研究では国
際法学を中心とした法学の視点から実証的
に分析した。具体的には①IHRの改正過程及
び発効後の動向、②日本国内における IHR

の国内実施について国際法学の観点から分
析し、その成果を論文として執筆・発表した。 
 特に前者の①については IHRの改正過程
の議事録等を詳細に分析し、複数の資料を比
較検討した上で国内外の研究者の著作・論文
を踏まえつつ整理・分析した。 

 また後者の②については文献による資料
検討に加えて関係者と直接面談する中で情
報を精査した。 

 

４．研究成果 

(1) 本研究では、IHR の改定過程を踏まえて
同規範の基本的枠組みを示し、その内容をと
りまとめた上、論文執筆を通じて紹介した。 
 改正された IHR の特徴として、①IHR の
対象が PHR 全般に拡大されたこと、②締約
国の中核的能力等の権利義務が明記され、そ
れらに関する手続等も定められたこと、③
「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事
態(PHEIC)」の宣言など WHO を中心として
国際社会が PHR に対応するための手続が定
められたこと等があげられる。 

また、改定された IHR の課題としては、
①全ての締約国が中核的能力を獲得するこ
との見込み、②IHRの国内実施が困難な場合
も想定されること、③他の条約との抵触のお
それ、④IHRの不遵守への対応の四点が指摘
できた。なおこれら課題の中で IHR と他の
条約レジームによる規制が競合した場合、
IHRのみを優越させるのではなく、両者の間
で協力と調整がなされるべきことが規定さ



 

 

れていることを示した。 

 

(2) グローバル化した国際社会が直面してい
る PHR に対応するためには、従来の入域地
点における措置だけでは不十分であり、感染
症の発生の早期発見・通告と感染拡大の早期
封じ込めを含む対内的な措置を、世界的規模
で実効的に実施することが必要である。その
ため IHR では、①開発途上国を含むすべて
の締約国が、対内的・入域地点における公衆
保健上の最低限の能力を獲得すること(国内
的平面での実施)と、②特に国際的な対応が必
要となる事象については、WHO を中心とし
て国際的に対応するメカニズムを実現する
ことで、国家による恣意的な措置をコントロ
ールすること(国際的平面での実施)を企図し
ている。IHRは、これら国内的平面での実施
と国際的平面での実施が連動することを前
提としている(図 1及び図 2を参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) このような IHRの規律内容から、同規則
の世界的実施が実効的に機能するためには、
PHR に対処するための共通の原則を世界規
模で共有することが想定されていたと考え
られる。その共通の特徴とは、①締約国の対
内的措置と入域地点での措置の組み合わせ
による公衆保健上の措置、②常時求められる
措置と緊急時対応の組み合わせによる公衆

保健上の措置、③IHRの規律対象となる事象
と類型、④IHRを統制する諸原則の四点であ
る。 

 

(4) PHRに世界的に対処するためには、IHR

の国内的平面での実施が不可欠となるため、
特に日本国をとりあげて IHR の国内実施に
ついて検討した。具体的には、感染症法、検
疫法、新型インフルエンザ等対策特別措置法
を通じた日本国内での IHR の国内実施につ
いて、その特徴と課題を提示した。 

 日本国における IHR の国内実施の特徴と
しては、①感染症法が従来規律してきた分野
においては、日本国内では IHR の改定に先
行して実効的で高度な対内的措置がとられ
ていたこと、②検疫法が従来規律してきた分
野では日本国は特徴的な入域制度を有して
おり、IHRの積極的実施がなされたことが示
された。 

 これらの分析の結果として、日本国におけ
る IHR の国内実施の課題を抽出し、問題点
を指摘した。すなわち、①日本国内における
IHR の法的位置づけの不明瞭さと希薄な国
際法意識、②日本国の公衆衛生に関する法制
度の分散的性質、③既存の感染症類型を前提
とした手続の問題点、④日本国での国内実施
機関の分権的性質である。 

 

(5) 本研究を通じて、世界規模の PHRに対処
するために制定された IHR 及びその国内実
施の特徴とその課題を明らかにすることが
できた。このような IHR の特徴は一般国際
法をめぐる考察についても以下の示唆を与
える。すなわち、①伝統的国際法における感
染症対策は、国境管理とその調整に限定され
ていたが、IHRのメカニズムでは、WHOに
よって PHEIC が宣言され、これを受けて各
国が公衆保健上の措置をとるなど、国際的な
組織化・集権化が進んだ。IHRのこのような
先進性は、国際組織法の分野において貴重な
先例となる可能性がある。②IHRは世界規模
の実効性を担保するため、締約国が中核的能
力を獲得するように義務付けており、この結
果、たとえば自治体レベルにまで一定の能力
を獲得するように国際法上の義務が及ぶこ
ととなる。これらの義務はいわゆる「実施方
法の義務」を定めていると考えられるが、伝
統的国際法と比較して各国の国内諸制度を
強く拘束するものとなっており、今後本制度
の運用に関する学問的分析が求められる事
例となっている。③日本国における IHR の
国内実施は、感染症法のように国内法が国際
法に先行した分野と、検疫法のように IHR

の義務が直接的に国内での運用を変更する
分野とがあった。日本国における IHR の国
内実施のこれらの特徴は、国際法と国内法の
関係や国内法の世界的ハーモナイゼーショ



 

 

ンに関する議論に示唆をもたらすことが期
待される。 

 

(6) 以上が本研究の成果であるが、今後は世
界規模での IHR の実施に関する研究がなさ
れる必要がある。当該研究は、①WHO を中
心とした国際的平面での分析と、②締約国内
での国内的平面との協力に関する分析とに
よってなされることが必要であろう。本報告
で示した今回の研究は、この将来のなされる
べき研究の分析枠組みを提供することに微
力ではあるが貢献ができたと考えられる。 
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